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釧 路 市 議 会        



 

 

 

 

本日は釧路市議会を傍聴いただきありがとうございます。 

下記の釧路市議会傍聴規則を守り、傍聴されますようお願いいたします。 

また、議会では、本会議、委員会への携帯電話等の持ち込みを自粛しています。

つきましては、皆様におかれましても、携帯電話の電源を切るなどのご協力をお願

いいたします。 

 

釧路市議会傍聴規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。）第 130条第３

項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。 

（傍聴の手続） 

第２条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記

入しなければならない。 

２ 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、その団体の

名称及び傍聴する者の人員を傍聴人受付簿に記入しなければならない。 

（議場への入場禁止） 

第３条 傍聴人は、議場に入ることができない。 

（傍聴席に入ることができない者） 

第４条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。 

(１) 酒気を帯びていると認められる者 

(２) 異様な服装をしている者 

(３) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者 

(４) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者 

(５) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者 

２ 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この

限りでない。 

（傍聴人の守るべき事項） 

第５条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。 

(１) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。 

(２) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可

を得たときは、この限りでない。 

(３) 飲食又は喫煙をしないこと。 

(４) 前３号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしな

いこと。 

 



 

 

 

 

＊本会議の傍聴／個人でも団体でも傍聴できます。（定員 38人 補助席利用可） 

＊委員会の傍聴／傍聴できますが、スペースに限りがありますので、事務局までお知らせ

下さい。 

＊傍聴席には、車いすやからだの不自由な方用に昇降リフトを設置しております。 

＊議会棟には、多目的トイレ（オストメイト対応）を設置しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真の撮影及び録音等の禁止） 

第６条 傍聴人は、傍聴席において写真を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に

議長の許可を得た者は、この限りでない。 

（傍聴人の退場） 

第７条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。 

（係員の指示） 

第８条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。 

（違反に対する措置） 

第９条 法第 130 条第１項及び第２項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反する

ときは議長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。 

 



 

 

議 会 の 概 要 
 

１ 議員数 

条例定数   28人 

現  員   24人 
 

２ 議会の構成 

議 長  畑中 優周 

副議長  宮田  団 
 

 

各委員会の審査内容 

     
議会運営委員会 ６人 

     

釧 

路 

市 

議 

会 

       
    

常
任
委
員
会 

総務文教常任委員会 ８人 

    経済建設常任委員会 ８人 

 

本会議 

  民生福祉常任委員会 ８人 

 予算決算常任委員会 23人   

      
    

特
別
委
員
会 

石炭対策特別委員会 ６人 

    都心部市街地整備特別委員会 ６人 

    
議会広報特別委員会 ５人 

     

 
 

協
議
ま
た
は 

調
整
を
行
う
場 

議員協議会 ─ 

 
 

代表者会議・幹事長会議 ─ 

  委員長会議・委員協議会 ─ 

委 員 会 名 主 な 審 査 内 容 

総務文教常任委員会 教育､市税､契約､職員､財政､防災 

経済建設常任委員会 
商工､観光､農林､水産､港湾､都市計画､道路､住宅､公園､水

道､下水道 

民生福祉常任委員会 保健福祉､国保医療､市民生活､環境､消防､病院及び診療所 

予算決算常任委員会 予算、決算 

議会運営委員会 議会日程､議事進行､各委員会への議案付託等の整理 

石炭対策特別委員会 石炭産業振興対策 

都心部市街地整備特別委員会 
釧路駅周辺、北大通及び北大通隣接地区の都市機能充実と、

都市機能充実に資する民間事業の誘発促進 

議会広報特別委員会 議会活動の広報 



 

 

３ 議会の活動状況 

 （1）本会議（令和５年実績） 

  

 （2）議案等の付議件数（令和５年実績） 

  

 

 

会議の名称 会   期 本会議の日数 本会議の時間 

第１回 ２月定例会 ２／24～３／17 22 日間 ８日間 24時間 53分 

第２回 ５月臨時会 ５／11～５／12 ２日間 ２日間 １時間 00分 

第３回 ６月定例会 ６／21～６／30 10 日間 ４日間 16時間 46分 

第４回 ９月定例会 ９／６～９／25 20日間 ５日間 16時間 50分 

第５回 12月定例会 12／６～12／15 10 日間 ４日間 17時間 26分 

計 64 日間 23日間 76時間 55分 

区   分 ２定 ５臨 ６定 ９定 12定 計 

議 
 

案 

条

例 

市長提出 21  ４ ７ ６ 38 

議員提出 １     １ 

予  算 25 １ ４ ４ ９ 43 

決  算    ７  ７ 

そ
の
他 

人 事 ２ １ １ ４  ８ 

その他 ３  16 ３ ２ 24 

選   挙  ２    ２ 

互   選  ３    ３ 

選   任  ２    ２ 

諮   問 １     １ 

報   告 ２ １ １  １ ５ 

意 見 書 案      ５  ８ ４ ４ 21 

決 議 案          １ １ 

動   議  ６    ６ 

辞   任       

辞   職       

釧路市報告 ５  14 11 ６ 36 

監 査 報 告      ２  ２ １ １ ６ 

計 67 16 50 41 30 204 



 

 

 

 

 

 

    釧路市議会議員名簿    

議席番号等 氏 名 所属委員会（※） 委員会役職 会派  会派役職 
回

数 

2 議員 夏堀 めぐみ 民生福祉 議会広報   自民市政クラブ 会計 1 

3 議員 齋藤 賢之 経済建設 石炭対策   自民市政クラブ 会計 1 

5 議員 大澤 恵介 経済建設 都心部市街地整備  都心部市街地整備委員長 自民市政クラブ 会長 4 

6 議員 山口 光信 民生福祉 議会運営 石炭対策 石炭対策委員長 自民市政クラブ 幹事長 4 

7 議員 金安 潤子 総務文教 議会運営   自民市政クラブ 副会長 4 

8 議員 髙橋 一彦 総務文教    自民市政クラブ 会長代行 6 

9 議員 藤井 若菜 総務文教 議会広報   創志会 会計 1 

10 議員 五十嵐 誠 経済建設 石炭対策  経済建設副委員長 創志会 会計 1 

11 議員 木村 隼人 総務文教    会派無所属  1 

13 議員 松原 慶子 民生福祉 議会広報   公明党議員団 会計 2 

14 議員 草島 守之 民生福祉 都心部市街地整備   自民市政クラブ  8 

15 議員 大越 拓也 経済建設 議会運営  議会運営委員長 創志会 幹事長 3 

16 議員 松尾 和仁 総務文教 都心部市街地整備  
総務文教委員長 

都心部市街地整備副委員長 
創志会 会長 4 

17 議長 畑中 優周 民生福祉    創志会  8 

18 議員 月田 光明 総務文教 石炭対策  総務文教副委員長 

石炭対策副委員長 
公明党議員団 団長 8 

19 議員 松橋 尚文 経済建設 議会運営  予算決算委員長 公明党議員団 幹事長 5 

20 議員 河合 初恵 経済建設 都心部市街地整備  経済建設委員長 公明党議員団 副幹事長 3 

21 議員 村上 和繁 経済建設 都心部市街地整備   日本共産党議員団 団長 6 

22 議員 小山 秀人 民生福祉 石炭対策   日本共産党議員団 会計 1 

23 議員 木村 勇太 民生福祉 都心部市街地整備 石炭対策 民生福祉副委員長 市民連合議員団 
幹事長・

会計 
1 

24 議員 西村 雅人 総務文教 議会運営  予算決算副委員長 日本共産党議員団 幹事長 2 

25 議員 板谷 昌慶 総務文教 議会運営 議会広報 
議会運営副委員長 

議会広報特別委員長 
市民連合議員団 会長 2 

26 議員 梅津 則行 民生福祉 議会広報  民生福祉委員長 

議会広報副委員長 
日本共産党議員団 副団長 7 

28 副議長 宮田  団 経済建設   
 

市民連合議員団  6 

※予算決算常任委員会には、議長を除く全議員が所属。 

（令和 7年 2月 28 日） 



 

 

(令和７年２月28日)

委員長 16 松　尾　和　仁 委員長 20 河　合　初　恵

副委員長 18 月　田　光　明 副委員長 10 五十嵐　　　誠

委員 7 金　安　潤　子 委　員 3 齋　藤　賢　之

〃 8 髙　橋　一　彦 〃 5 大　澤　恵　介

〃 9 藤　井　若　菜 〃 15 大　越　拓　也

〃 11 木　村　隼　人 〃 19 松　橋　尚　文

〃 24 西　村　雅　人 〃 21 村　上　和　繁

〃 25 板　谷　昌　慶 〃 28 宮　田　　　団

委員長 26 梅　津　則　行 委員長 19 松　橋　尚　文

副委員長 23 木　村　勇　太 副委員長 24 西　村　雅　人

委　員 2 夏　堀　めぐみ

〃 6 山　口　光　信

〃 13 松　原　慶　子

〃 14 草　島　守　之

〃 17 畑　中　優　周

〃 22 小　山　秀　人

委員長 15 大　越　拓　也 委員長 6 山　口　光　信

副委員長 25 板　谷　昌　慶 副委員長 18 月　田　光　明

委　員 6 山　口　光　信 委　員 3 齋　藤　賢　之

〃 7 金　安　潤　子 〃 10 五十嵐　　　誠

〃 19 松　橋　尚　文 〃 22 小　山　秀　人

〃 24 西　村　雅　人 〃 23 木　村　勇　太

委員長 5 大　澤　恵　介 委員長 25 板　谷　昌　慶

副委員長 16 松　尾　和　仁 副委員長 26 梅　津　則　行

委　員 14 草　島　守　之 委　員 2 夏　堀　めぐみ

〃 20 河　合　初　恵 〃 9 藤　井　若　菜

〃 21 村　上　和　繁 〃 13 松　原　慶　子

〃 23 木　村　勇　太

 各 委 員 会 構 成 表 

石炭対策特別委員会　　6人

民生福祉常任委員会　　8人

総務文教常任委員会 　8人

　都心部市街地整備特別委員会 6人

       経済建設常任委員会　　8人

予算決算常任委員会　　23人

議長を除く全議員委　員

議会運営委員会　　6人

議会広報特別委員会　　 5人
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内
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髙 橋 ⑥

金 安 ④

山 口 ④
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松 橋 ⑤

月 田 ⑧

畑 中 ⑧

松 尾 ④

大 越 ③
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藤 井 ①
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1
1

板 谷 ②
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松 原 ②
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1
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夏 堀 ①

会
派

無
所
属

9
5

木 村  ①  
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ＳＮＳで市議会の情報を発信しています！ 

市議会では、多くの皆さまに議会活動をお伝えするため、議会だよりのほか、

フェイスブックやインスタグラム、ホームページで議会関係情報を発信して

いますので、ぜひご覧ください。 

フェイスブックページ 

https://www.facebook.com/kushiroshigikai 

 

 
 いいね！してね 

「議会だより」を、電子書籍ポータルサイトやスマートフォ

ンアプリにも掲載しています。パソコンやスマートフォン、

タブレットがあれば手軽に読むことができますので、ぜひご

活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「議会だより」 

 
ホームページで電子
書籍ポータルサイト
をご案内しています 

ホームページ 

http://www.city.kushiro.lg.jp/shigikai/ 

 

 

 

 

 
本会議のインターネット
中継もしています！ 

 

インスタグラムページ 

https://www.instagram.com/kushiroshigikai  

 

 フォローお願いします！！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市議会のしおり 

令和７年２月発行 

編集 釧路市議会事務局 

〒085-8505 北海道釧路市黒金町７丁目５番地 

TEL：0154-31-4581 

FAX：0154-23-7679 

E-Mail：gi-gikai@city.kushiro.lg.jp 


